
独立生計

１．独立生計の申請要件に関わる事項について

チェック 入手先

□はい ・本⼈の住⺠票 市区町村役所等

□いいえ ・⽗⺟の住⺠票

□はい ・⽗⺟の所得課税証明書 市区町村役所等

□いいえ

□はい 本⼈等

□いいえ

□はい ・申請者本⼈及び配偶者の所得課税証明書 市区町村役所等

□いいえ ・「給与支払（見込）証明書」（第７号様式別紙） 申請要領

（５）あなたは親族の所有する家に住んでいますか？ □はい 「はい」の場合、独立生計の要件を満たしていません。

□いいえ ・持家以外の場合、本⼈名義の賃貸借契約書（コピー） 本⼈

□受けている 「受けている」の場合、独立生計の要件を満たしていません。

□受けていない ・「独立生計申立書」（第7号様式） 申請要領

（１）基準⽇時点、本⼈（及び配偶者）の⽗⺟と別居してい
ますか？

※「世帯全員の住⺠票」と記載されているもので、世帯主・世帯
主との続柄が記載されているもの（省略されたものは不可）。個
⼈番号・住⺠票コードが省略されているもの。個⼈番号・住⺠票
コード記載のものは受付できません。

※基準⽇時点で、住⺠票上で⽗⺟との別居が確認でき
ない場合は独立生計者として申請できません。別居の
事実があっても住⺠票上、⽗⺟と同じ世帯になってい
る場合は一般で申請してください。

【独立生計】チェックシート

・このチェックシートは、免除申請にあたり必要な証明書類等を事前に準備するためのものです。申請にあたっては、各申請要領を熟読してくだ
さい。
・免除申請の基準日は、前期は４月１日、後期は１０月１日です。提出する証明書等は、基準⽇現在の状態が証明されているものを提出してくだ
さい。
・審査の過程で、事情確認や追加資料の提出を求める場合があります。本学からのメールや電話に対応できるようにしておいてください。連絡が
取れない場合や求めた資料が本学指定の締切⽇までに提出されない場合、書類不備により審査できない場合があります。

質問 該当書類等

（３）基準⽇時点、健康保険上、⽗⺟の扶養から外れていま
すか？

・申請者本⼈が筆頭（国保の場合は本⼈が世帯主）の健康保険被
保険者証（コピー）

※（１）〜（４）のうち１つでも「いいえ」がある場合は、独立生計者として申請できません。⼀般（⽗⺟と同⼀生計）で申請してください。

独立生計は、大学院生で認めることがあります。留学生以外で独立生計の認定を希望する方は申請してください。
同一生計か独立生計かは、審査のうえ、大学が認定します。

要件を満たしているからといって、必ずしも独立生計者として申請しなければならないということではありません。また、独立生計者として申請した方が結果
が良くなるということでもありません。

（６）⽗⺟（配偶者の⽗⺟含む）からの仕送りや援助を受け
ていますか？

※賃貸契約をしても親族保有の家に住んでいる場合は要件を満た
さないので、一般で申請してください。

（４）本年において、本⼈（又は配偶者）に、所得申告され
る独立した生計（授業料含む）を営むに足る収入がありまし
た（あります）か？

（２）基準⽇時点、所得税法上、⽗⺟の扶養から外れていま
すか？

※申請者本⼈に配偶者がいる場合、配偶者もその⽗⺟
の扶養から外れていることが必要です。

・配偶者がいる場合は、配偶者の健康保険被保険者証（コピー）
も提出してください。

1/2



独立生計

２．収入について 
※基準日時点での収入。チェック欄の「はい」にチェックした場合、該当の書類を提出してください。

チェック 入手先

□はい ・配偶者の所得課税証明書 勤務先

□いいえ 以下の該当書類も提出してください。

・給与収入者：「給与支払（見込）証明者」 申請要領

・自営業者：確定申告書のコピー 配偶者本⼈

・就学者：在学証明書 配偶者の在学校

申請要領

□はい 子どもが高校生以上の就学者の場合は、(10）を提出 子の在学校

□いいえ ※子が18歳以下で就学者でない場合、所得課税証明書を提出

□はい 「収入に関する申立書（第６号様式）」 申請要領

□いいえ

（10）休職している⼈はいますか？ □はい 「休職期間・給与支払（見込）証明書」 本学ホームページ

□いいえ （証明者は雇用主）

３．控除について 
※基準日時点での収入。チェック欄の「はい」にチェックした場合、該当の書類を提出してください。

チェック 入手先

□はい 申請要領

□いいえ

・高等学校に通う者→高等学校の在学証明書

・予備校・職業訓練校に通う者→学生証のコピー 本⼈

（12）世帯構成員に障害のある⼈はいますか？ □はい 障害者手帳（コピー）又は療育手帳（コピー） 市区町村役所

□いいえ

□はい 市区町村役所

□いいえ

（14）世帯構成員に⻑期療養者はいますか？ □はい ・医師の診断書

□いいえ

・限度額適用認定証（ある場合）

・高額療養費等支給決定通知書（コピー）（ある場合）

□はい ・罹災証明書（コピー） 消防署・市区町村役所

□いいえ ・「罹災申立書」

・「動産罹災申立書」

・「不動産罹災申立書」

（７）配偶者はいますか？
※配偶者は別生計にできません

（15）申請する学期の直前６か月以内（新入生は入学する前
年の１月以降）、本⼈（配偶者含む）が、火災、風水害等の
被害を受けましたか？

本学ホームページ

在学校  ※基準⽇（前期４月１⽇・後期10月1⽇）以降の証明の
ものを提出すること。

・専修・専門学校に通う者→専修・専門学校の在学証明書

（13）世帯構成員に介護保険利用者（要介護３以上）はいま
すか？

介護保険被保険者証（コピー）又は要介護認定結果通知書（コ
ピー）

医療機関・
保険会社等

※基準⽇時点で６か月以上の⻑期療養者（慢性疾患除
く）で、今後も継続して療養する者

・診察代・薬代の領収証等のコピー（該当疾患に係るもののみ）

（11）世帯構成員（申請者本⼈以外）に高校生以上の就学者
はいますか？

・国立学校（大学・高専・高校）に通う者→「授業料免除状況証明書（第5号様式）」

・私立大学（短大含む）に通う者→私立大学（短大含む）の在学証明書

※高額療養費制度や⺠間の医療保険等により自⼰負担
額の一部が補填された場合は、補填額を差し引いた額
が対象となります。 ・⺠間の医療保険等により補填された⾦額の証明書（ある場合）

※入院費のうち、食事療法以外の食費や差額ベッド代
は控除対象外です。

質問 該当書類等

（８）子どもはいますか？

※18歳以上で無職者。身体等に障害のある者及び年⾦
受給者除く。

※家計維持者の収入がなく生活費の出所を申し立てる場合は、
「生活費の出所に関する申立書」を提出すること。

（９）本⼈、配偶者のうち、無職かつ無収入の⼈はいますか？

・就学者以外で無職・無収入：「収入に関する申立書（第６号様式）」

質問 該当書類等
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